
事故・災害等に関する報告連絡体制(安全管理規程第 13条第 1項) 
2024年10月1日改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡・召集 

※部員の安否、出社時刻の見通しは 
部単位で課長が取りまとめ、安全統括
管理者と安全担当課長に報告する 

※乗務員から営業所に連絡がつかない場合、 

必要に応じて乗務員が消防等に通報する。 

ただし、乗務員は２次災害の防止及び負傷者の 

救護を優先しなければならない。 

当務運行管理者から 
メール（所長不通時） 

営業部部長 

【営業部】 

営業部課長 

 

関係先への通報指示 

総務部員 

営業部員 

無
線(

ま
た
は
電
話) 

無線(または電話) 

バスジャック 
発生時 重大な事故等 

発生時 

【当務運行管理者】 

りんくう営業所運行管理者 

空港支所運行管理者 

空港営業所運行管理者 

【整備管理者】 

（負傷者の搬送） 

事故等発生現場 

担当乗務員 

バスジャック発生 

担当乗務員 

病院 

通
報 

消防署(119) 

警察署(110) 

異常時体制の発令 

非常招集の指示 

電話とメール 

取締役社長 

連絡・召集 

※早くメールを確認した者が 

 グループＬＩＮＥ KATE＜緊急連  

絡網＞に送信 

安否・出社時刻 

・安全統括管理者⇔各役員、安全担当課長間の連絡は 
メールとグループLINE、災害用伝言サービスを併用する。 
各部内の連絡も(可能な範囲で)同様とする。 

・営業所から所長に連絡不通時は安全統括管理者に連絡する。 
・安全統括管理者が不通時の代行順位 
 １位→営業部長 
２位→営業部課長(安全担当) 

  ３位→営業部課長補佐 

【社外の緊急連絡先】 
・大阪運輸支局(整備・保安部門) 
・近畿運輸局(自動車技術安全部) 
・関西エアポート㈱(オペレーションユニット) 
・南海電気鉄道㈱公共交通事業本部 
・大阪バス協会 

【総務部】 

総務部課長 

電話による安否確認や招集連絡ができない時 

ＮＴＴ西日本の「災害用伝言サービス」により音声による伝言にて対応 

①「１７１」にダイヤル 

②録音する場合は「１」、再生する場合は「２」をダイヤル 

③音声案内の後、各部署の外線番号をダイヤル 

※役員・安全担当課長間の設定は別途 

ガイダンス後「１」をダイヤルで伝言を録音 

ガイダンス後「２」をダイヤルで伝言を再生 
 

バスジャック発生 
異常事態発見者 

※ＴＥＬ、メール不通時は各自災害用伝言サービス「１７１」の内容を再生のこと 

安否・出社時刻 

【統括運行管理者】 

営業所長 

※所長不通時は副所長 

営業所 
監督者 

連絡・召集 

グループＬＩＮＥ 

※災害用伝言サービス 

 「１７１」に録音 

緊急信号 
(可能ならば無線・電話) 

安否・出社時刻をりんくう営業所 
副所長席のメールアドレスへ送信 
(例：○○は無事です。17:00出社可) 

※所長不通時は下記順位でメール連携 

①営業部 今口課長 

②営業部 吉田係長 

③営業部 前田係長 

取締役 総務部長 

南海バス 
営業課 

 安全整備課 

空港営業所長 

営業部課長 

（安全統括管理者） 

 

総務部部長 

 


